
８
広報いの　11月号

　
「
社
会
保
険
料 

　
（
国
民
年
金
保
険
料
） 

　
控
除
証
明
書
」を 

　
送
付
し
ま
す

　

所
得
税
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
平
成　

年
分
の
所
得
の
申
告

１７

か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会

保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
際

に
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年

金
保
険
料
額
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
等
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

平
成　

年
度
の
申
告
に
必
要
な

１８

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
は　

月
上
旬

１１

に
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
証
明
書

に
は
、
平
成　

年
１
月
か
ら
９
月

１８

ま
で
の
間
に
納
付
さ
れ
た
国
民
年

金
保
険
料
額
（
口
座
振
替
者
は　
１０

月
２
日
引
き
落
と
し
分
ま
で
）と
、

年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合

の
納
付
見
込
額
を
記
載
し
て
い
ま

す
。

　

年
末
調
整
又
は
確
定
申
告
の
際

に
は
、
こ
の
証
明
書
や
領
収
証
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告

を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成　

年　

月
か
ら　

１８

１０

１２

月
ま
で
の
間
に
、
本
年
初
め
て
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
証
明
書

の
発
送
は
平
成　

年
２
月
上
旬
の

１９

予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
証
明
書
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ
は
、
証
明
書
表
面
に
記
載

さ
れ
た
お
問
い
合
わ
せ
先
へ
お
願

い
し
ま
す
。

　

証
明
書
及
び
領
収
証
書
を
紛
失

さ
れ
た
場
合
は
、
お
近
く
の
社
会

保
険
事
務
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

現
況
届
の
提
出
が 

不
要
に
な
り
ま
す

　

年
金
受
給
者
は
生
存
等
の
確
認

の
た
め
、
１
年
に
１
回
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
し
た
が
、
今
年
か

ら
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
行
う
よ
う

に
な
り
、　

月
生
ま
れ
の
方
か
ら

１２

原
則
と
し
て
不
要
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
方
は
こ
れ
以
後

も
現
況
届
が
必
要
で
す
。

　
①
社
会
保
険
庁
で
保
有
し
て
い
る

本
人
基
本
情
報
（
氏
名
、
性
別
、

生
年
月
日
、
住
所
）
と
住
民
基

本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
の
情
報
が
相
違
し
、
住
民
基

本
コ
ー
ド
を
確
認
で
き
な
い
方

②
外
国
籍
の
方

③
外
国
に
居
住
し
て
い
る
方

　　

ま
た
、
現
況
届
が
不
要
な
方
で

も
、
つ
ぎ
の
場
合
は
該
当
の
届
け

出
が
必
要
で
す
。

　
①
加
給
年
金
額
を
受
け
ら
れ
て
い

る
場
合
は「
生
計
維
持
確
認
届
」

の
提
出
が
必
要

②
障
害
の
程
度
を
確
認
す
る
た
め

に
「
診
断
書
」
の
提
出
が
必
要

な
と
き

＊
提
出
が
必
要
な
届
け
出
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン

タ
ー
か
ら
受
給
者
の
皆
さ
ま
へ

送
付
さ
れ
ま
す
。 

　
お
問
い
合
わ
せ
は 

　
「
ね
ん
き
ん 

ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
！　

　

年
金
に
関
す
る
電
話
で
の
ご
相

談
に
つ
い
て
は
、「
ね
ん
き
ん
ダ

イ
ヤ
ル
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
○
年
金
請
求
な
ど
の
年
金
相
談
に

つ
い
て
は
…

０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

○
年
金
を
お
受
け
に
な
っ
て
い
る

方
の
年
金
相
談
つ
い
て
は
…

０
５
７
０（
０
７
）１
１
６
５

　　
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
で
は
、

お
客
様
か
ら
の
電
話
を
全
国
の
年

金
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
等
の
う

ち
、
回
線
の
空
い
て
い
る
と
こ
ろ

に
お
つ
な
ぎ
し
ま
す
。

　

お
客
様
の
通
話
料
金
の
ご
負
担

に
つ
い
て
は
、
一
般
固
定
電
話
の

場
合
、
接
続
先
に
か
か
わ
ら
ず
市

内
通
話
の
み
で
ご
利
用
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

全
国
ど
こ
か
ら
で
も
市
内
料
金

で
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

高
知
西
社
会
保
険
事
務
所

� 
８
７
５
―
１
７
１
７ 

　

小
型
特
殊
自
動
車
の 

　

申
告
は 

　

お
済
み
で
す
か
？

　

乗
用
ト
ラ
ク
タ
ー
、
乗
用
コ
ン

バ
イ
ン
等
に
代
表
さ
れ
る
農
耕
作

業
用
自
動
車
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

等
は
、
小
型
特
殊
自
動
車
で
あ

り
、
公
道
を
走
行
す
る
も
の
は
、

標
識
番
号
の
交
付
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

該
当
す
る
車
を
お
持
ち
の
方
は
、

標
識
番
号
の
交
付
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に

軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
す
で
に
申
告
さ
れ
て
い

る
方
で
、
所
有
者
や
登
録
車
輌
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
標
識
番

号
を
持
参
の
上
、名
義
変
更
・
廃
車

等
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

標
識
交
付
に
必
要
な
も
の

◎
所
有
者
の
氏
名
、
住
所
、
印
鑑

◎
車
名
、
車
体
番
号
、
総
排
気
量

◎
販
売
証
明
又
は
譲
渡
証
明

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課

� 
８
９
３
―
１
１
１
８

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
課　

� 
８
６
７
―
２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
課
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だ
よ
り 

国
民
年
金 


